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（様式第１号） 

安全保障輸出管理事前確認票 ④【技術の提供】外国人留学生・外国人研究者の受入 

■国費外国人留学生の受入

国際課留学生交流係へ申請書類を提出する前に、以下の事項をチェックしてください。

（Q1）想定される教育研究指導にリスト規制該当技術（注１）が含まれるか？ 

☐リスト規制該当技術は含まれていない

☐リスト規制該当技術が含まれる、または分からない

（注１）輸出貿易管理令別表第１で規制する貨物及び外国為替令別表で規制する技術は、下記の対象品目ですが、詳しくは経済産業省ＨＰの「貨物・

技術のマトリクス表」 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html にアクセスし、それを活用して詳細の規制スペック等を確認してください。 

 （リスト規制対象品目） 

① 武器  鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用探照灯等 

② 原子力  核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等 

③－１ 化学兵器  毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等 

③－２ 生物兵器  細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等 

④ ミサイル  ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等 

⑤ 先端材料  超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等 

⑥ 材料加工  数値制御工作機械、ロボット、測定装置等 

⑦ エレクトロニクス  高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電池、周波数分析器等 

⑧ コンピュータ  高性能電子計算機 

⑨ 通信関連  暗号装置、特殊な通信装置等 

⑩ センサー・レーザー  センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等 

⑪ 航法関係  慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等  

⑫ 海洋関連  潜水艇、水中用のロボット等 

⑬ 推進装置  ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等 

⑭ その他  粉末状の金属燃料、電気制御シャッター等 

⑮ 機微品目  電波の吸収材、水中探知装置等 

（Q2）留学志願者等の所属する国・地域及び組織について 

☐グループA（旧ホワイト国）（注２）である

☐懸念国、国連武器禁輸国、または外国ユーザーリスト掲載組織（注３）である

☐上記以外の国・地域である

大量破壊兵器の開発等への転用やその他の軍事的用途に用いられる可能性について確認し、様式第３号をチェ

ックの上、申請書類及びこの事前確認票とともに国際課留学生交流係にご提出ください。 

（注２）グループA（旧ホワイト国）は以下のとおり。 

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンラン

ド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージー

ランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 

（注３）懸念国、国連武器輸出禁輸国、または外国ユーザーリスト掲載組織とは、以下のとおり 

・懸念国（輸出貿易管理令別表第4に掲げる国・地域） 

イラン、イラク、北朝鮮 

・国連武器禁輸国（輸出貿易管理令別表第3の2に掲げる国・地域） 

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン 

・外国ユーザーリスト ＜経済産業省HP＞https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list
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■私費外国人留学生（大学院）の受入

留学志願者から出願前の相談があった段階で、以下の事項をチェックしてください。

各設問にて「輸出管理マネージャーに提出してください」となった場合は、氏名等の欄を記入し、参考資料を

添付の上、速やかにメールでご提出ください。 

提出先メールアドレス： export-control@office.uec.ac.jp 

（Q1）想定される教育研究指導にリスト規制該当技術（注１）が含まれるか？ 

☐リスト規制該当技術は含まれていない →（Q2）に進んでください。

☐リスト規制該当技術が含まれる、または分からない →速やかにこの事前確認票を輸出管理マネージャーにご提出く

ださい。

（Q2）留学志願者等の所属する国・地域及び組織について 

☐グループA（旧ホワイト国）（注２）である

→輸出管理の手続きは不要です。但し、軍事転用の懸念がある場合は、輸出管理マネージャーにご相談くだ

さい。

☐懸念国、国連武器禁輸国、または外国ユーザーリスト掲載組織（注３）である

→厳重な注意が必要であり、規制により輸出不可となる可能性もありますので、速やかにこの事前確認票を

輸出管理マネージャーにご提出ください。

☐上記以外の国・地域である

→大量破壊兵器の開発等への転用やその他の軍事的用途に用いられる可能性について確認し、様式第３号を

チェックの上、この事前確認票とともに輸出管理マネージャーにご提出ください。

■非正規生（研究生など）の受入

■外国人研究者の受入

国際課に受入の申請書類を提出する前に、以下の事項をチェックしてください。

各設問にて「輸出管理マネージャーに提出してください」となった場合は、氏名等の欄を記入し、参考資料を

添付の上、速やかにメールでご提出ください。 

提出先メールアドレス： export-control@office.uec.ac.jp 

（Q1）想定される教育研究指導にリスト規制該当技術（注１）が含まれるか？ 

☐リスト規制該当技術は含まれていない →（Q2）に進んでください。

☐リスト規制該当技術が含まれる、または分からない →速やかにこの事前確認票を輸出管理マネージャーにご提出く

ださい。

（Q2）留学志願者等の所属する国・地域及び機関について 

☐グループA（旧ホワイト国）（注２）である

→輸出管理の手続きは不要です。但し、軍事転用の懸念がある場合は、輸出管理マネージャーにご相談くだ

さい。

☐懸念国、国連武器禁輸国、または外国ユーザーリスト掲載組織（注３）である

→厳重な注意が必要であり、規制により輸出不可となる可能性もありますので、速やかにこの事前確認票を

輸出管理マネージャーにご提出ください。

☐上記以外の国・地域である

→大量破壊兵器の開発等への転用やその他の軍事的用途に用いられる可能性について確認し、様式第３号を

チェックの上、この事前確認票とともに輸出管理マネージャーにご提出ください。

所属・職名 氏 名 

（表面） （裏面）

外国人研究者受入の場合は赤枠内を確認し、上記にチェックのある項目に
該当した場合は必ず輸出管理マネージャーにメールでこの様式等を提出し
問題がないことを確認してから研究員受入手続きをしてください




